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1.米 国における電話会社

米国 における電話会社は,大 き く3っ の種類に分類す ることができる。

まず,全 米を網 ら し,最 大のネ ッ トワークを持つAT&Tを 代表 とす る長距

離電話会社,地 域の通信網 を担 当 して いる地域電話会社,そ して国際通信事業

者の3っ である。

川 長 距 離 電話 会社

長 距 離電 話 会 社 とは,州 際 も しくは州 内の 地域 電話 会 社 の網 同士 を接 続 す

るい わ ゆ る中継 系 キ ャ リア の ことを い う。

長 距 離通 信 市 場 に参 入 して い る電 話 会 社 は500社 以 上 が存 在 す る。 しか し,

その市 場 の90%以 上 がAT&T,MCI,USス プ リン トに よ って 占 め られ

て い る。(表 参 照)

AT&Tは,1984年 の 旧AT&T分 割 によ って 長距 離 分野 が 独立 し,誕 生

した会 社 で,米 国 電話 会 社 の 中で最 大 の 会社 で あ る。

MCIは,も と も と トラ ック会 社 で,1963年 に シカ ゴ ーセ ン トル イ ス 間 に

専 用 線 を 作 っ た こ と が 長 距 離 通 信 会 社 と して の 発 端 で あ る 。MCI

(MicrouaveCommunicationsInc.)は,こ れ を事 業 化す る こ とを 試 み,ケ ー

ブル に よ らず 効 率 的 な マイ ク ロウ ェー ブを用 い て,78年 に長距 離 通 信市 場 へ

参入 す る こ ととな った。

しか し,長 距 離通 信 市 場 にお け る競 争 はMCIに と って 苦 しい もの で あ っ

た。 加 入 者 の数 は伸 々増 え ず,こ の た めネ ッ トワー クに特 有 の規 模 の 利益 が

享 受 され な い まま 設 備 拡 充 に 対 す る投 資 だ けが 増 え る とい う悪 循 環 に陥 る

こ と とな り,よ り効 率 的 な ネ ッ トワー クの 拡 大 と料 金 の引 き下 げの 必 要 性

が生 じた 。

この ため,85年 にIBMの 子 会 社 と して衛 星通 信事 業 を 行 って いたSBS
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を買収す ると同時に,IBMがMCIの 株式を16%取 得す るとい う合併を行

った。 これ によ り,MCIはSBSの ネ ッ トワー クと顧 客 を手 に入 れ る こ と

がで き,一 挙 に その ネ ッ トワ ー クを拡 大 す る こ とが で きた。 ま た,筆 頭 株主

はIBMと な り,IBMの 通 信 事業 へ の 参入 の 一 翼を 担 うこ と とな った。

表1長 距離通信会社の上位12社 の売上高,顧 客数

会 社 名

1986年 の

売 上 高

(100万 ドル)

顧 客 数

住 宅

(1,000)

企 業

(1,000)

AT&Tコ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ 19,108 80,000 7,000

MCI 3,592 5,000 850

USス プ リン ト 2,015(a) 3,650 1,050

ALC 465 310 155

NTN(b) 350 2 14

C&W(c) 187(b) 0 50

ATC 130 40 110

メ トロメデ ィアLDS 120 25

ミッ ドア メ リカ ンLDS 100 48 72

ア メ リ カ'ン ・ネ ッ ト ワ ー ク 97(e) 27 53

テ レス フ ィア ・イ ンタナ シ ョナル 82 0 10

ウエ ス タ ン ・ユ ニ オ ンLDS 60 0 不明

(a)半 年 分 はGTEス プ リ ン トとUSテ レコムの収 入 を 合 わせ た もの

(b)ナ シ ョナ ル ・テ レ コ ミュニ ケ ー シ ョン ・ネ ッ トワー ク社(中 西部7社 の

独立 系 電話 会 社 によ る合 併 会社)

(c)TDX社 の米 国 親会 社

(d)1987年3月31日 の推 定 値

(e)1986年 末 買収 した 企 業 の収 入 を合 わ せ る と1億7,400万 ドル
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表2長 距離通信事業者年間売上高推移

(百 万 ドル) 198419851986

AT&T総 売上高 33,18834,41734,087

AT&T通 信サー ビス売上高 15,78017,39319,108

MCI総 売上高 1,9592,5423,592

USス プ リン ト総売上高 一 一2 ,015

USス プ リン トは,米 国内最大 の独立 系地域電話会社GTEの 長距離通信

部門子会社で あるGTEス プ リン トと,同 第2位 のユナイテ ッドテ レコムの

長距離通信部門子会社USテ レコムが86年 に合併 し,設 立 された。やは り2

社 とも経営 内容が好転せず,赤 字 が続いていたため,合 併 によ り互 いの設備

を活か して顧客を確保す るために設立 されたのであ る。

② 地域電話会社(ロ ーカル電話会社)

米国における地域電話会社 は,AT&Tの 分割によって生 まれ たRHCに

よって運営 されている22のBOCを は じめ として,1,400社 以上 の大小の会

社が存在する。 これ らの会社 は,あ る地域 だけを対象にサー ビスを行 ってお

り,加 入者 に直接電話線を引いている。また,加 入者に提供 して いる電話網

は地域独占であ り,加 入者網 は,1つ の地域 に1つ の電話会社が提供するの

みである。
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表3地 域電話会社数の推移

独立系
I

BOC 計

1986 1,380 24 1,404
1985 1,402 24 1,426

1984 1,416 24 1,440

1983 1,429 24 1,453
1982 1,432 24 1,456

1981 1,459 24 1,483

1980 1,483 24 1,507

1979 1,488 24 1,512

1978 1,527 24 1,551

1977 1,556 24 1,580

資 料:USTA年 次 統計

※ ただ し,シ ン シナテ ィベ ル とサザ ンニ ュー イ ングラ ン ドテ レホ ンを

BOCと して数 え て い る。

①RHC(RegionalHoldingCompany)とBOC(BellOperatingCompany)

1984年 にAT&T分 割 に よ って誕 生 したRHCは,全 米 を7つ の 地域 に

分 割 して サ ー ビスの 提 供 を担 当 して い る。 これ らの 各 社 は,そ れ までAT

&Tの 地 域電 話 サ ー ビスを提 供 して いた22のBOCの 株 を それ ぞれ 持 つ こ

とに よ って,BOCを 子会 社 と して運 営 して い る。 この分 割 は,AT&T

によ って,設 備,資 本,ネ ッ トワー クの 効率性 等 々,様 々の 条 件 を考慮 し

て作 成 され た案 を,ワ シ ン トン連 邦地 裁 の修 正 同意 審 決 に よ って決 定 され

た もので あ る。

USTA(全 米電 話 協 会)は,シ ンシナ テ ィベ ル と,サ ザ ンニ ューイ ン

グ ラ ン ドテ レホ ンをBOCと して 資 料 を ま とめ て い るが,こ の2社 は,

AT&T分 割 当時,AT&Tの 資 本が50%未 満 で,AT&Tの 影 響が 少 な

い と され,修 正 同意 審決 で はBOCと して認 め られ な か った。 した が って,

現 在,RHCの 子 会 社 と してのBOCは22社 で あ り,前 記2社 は,独 立 系

電 話 会社 と して 現 在 で もサ ー ビスを提 供 して い る。

RHCとBOCの 関係 は次表 に示 す とお りで あ り,RHCの 加 入 者数 の

最 も多 い もの はベ ル ア トラ ンテ ィ ックで あ る。
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表4RHCとBOC

地 域 持 株 会 社

RHC(RegionalHoldingCompany)

旧 ベ ル 系 地 域 電 話 会 社'

BOC(BellOperatingCompany)

1.NYNEX ・ニ ュ ー イ ン グ ラ ン ドテ レ ホ ン

・ニ ュ ー ヨ ー ク テ レ ホ ン

2.BellAtlantic ・ベ ル ・オ ブ ・ペ ン シ ル バ ニ ア

・ ダ イ ヤ モ ン ドス テ ー ト ・テ レ ホ ン

・チ ェ サ ピ ー ク&ポ トマ ッ ク

・C&Pオ ブ メ リ ー ラ ン ド

・C&Pオ ブ バ ー ジ ニ ア

・C&Pオ ブ ウ ェ ス トバ ー ジ ニ ア

・ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー ・ベ ル

3.AMERITECH ・イ リ ノ イ ・ベ ル

・イ ン'デ ィ ア ナ ・ベ ル

・ ミ シ ガ ン ・ベ ル

・オ ハ イ オ ・ベ ル

・ ウ ィ ス コ ン シ ン ・ベ ル

4.BellSouth ・サ ウ ス セ ン トラ ル ・ベ ル

・サ ザ ン ・ベ ル

5.SouthwesternBell ・サ ウ ス ウ ェ ス タ ン ・ベ ル

6.USWest ・マ ウ ン テ ン ・ベ ル

・ ノ ー ス ウ ェ ス タ ン ・ベ ル

・パ シ フ ィ ッ ク ・ ノ ー ス ウ エ ス ト ・ベ ル

7.PacificTelesis ・パ シ フ ィ ッ ク ・ベ ル

・ネ バ ダ ・ペ ル
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表5RHCの 規模 の 比較(1986年)

加入者数 総売上高

1.ベ ル ア ト ラ ン テ ィ ッ ク 15,508,973 $9,921,000,000

2.ベ ル サ ウ ス 15,045,900 $11,444,100,000

3.ア メ リ テ ッ ク 14,755,000 $8,500,000,000

4.ナ イ ン エ ッ ク ス 13,962,255 $10,394,582,176

5.パ シ フ ィ.ッ ク テ レ シ ス 12,068,564 $8,548,640,269

6.サ ウ ス ウ ェ ス タ ン ベ ル 11,772,039 $7,118,421,220

7.USウ ェ ス ト 11,332,000 $7,569,800,000

資料:USTA年 次統計

BOCは,電 気 通 信 サ ー ビス の み を 提 供 す る会 社 で あ る が,こ れ ら

RHCは,そ の他 の 高度 サ ー ビスや機 器 の販 売 な ど様 々サ ー ビス を提 供 す

る部 門を 持 って い る。

これ まで,ワ シ ン トン連 邦 地裁 の修 正 同 意審 決 に よ って,RHCは 他 の

電話事業者 に対 し優越的な地位にあ ると見な され,様 々の事業活動への規

制が行われて きたが,昨 年FCC(連 邦通信委員会)に より行われたC-

1皿(第3次 コンピュータ調査)に よって徐 々に規制が緩和 される方向にあ

る。
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図1地 域 特 殊 会 社

経営 ドキ ュメ ン トrATT分 割 」 よ り
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② 独 立 系電 話 会 社

旧AT&T系 のBOCの 他 に,独 立 系 と呼 ば れ る 電 話 会 社 が あ る。

1,400社 に の ぼ る地域 電 話 会社 の ほ とん どが この 独立 系 で あ り,こ れ らの

会社 はAT&Tが 分 割 され る以 前 か ら回線 の提 供 を 行 って きた。 しか し,

たび 重 な る電話 サ ー ビスへ の 自由化 政策 の 導 入 と,増 大 す る コス トの ため

に,数 多 くあ る小会 社 は,企 業 買収,合 併 な どに よ り,自 然淘 汰 されて き

て い るのが 現 状 で あ る。1977年 に1,556社 あ った 独立 系電 話 会社 は,今 で

は1,380社 に減 って お り,今 後 も この 傾 向 は続 く もの と思 われ る。

この 様 な独 立 系 の電 話 会 社 の 中で最 大の もの は,何 とい って もGTEで

あ る。GTEは その 規模 で は,RHCに 匹 敵 し,全 米 に その サ ー ビスの 提

供地 域 が 広 が って い る。GTEに 続 く独立 系 電話 会 社 と して はユ ナ イ テ ッ

ドテ レ コム,コ ンテル な どが あ げ られ る。

しか し,こ れ ら独 立 系 の全 て を あわ せ て も全米 加 入 者の うちの20%程 度,

ま た,総 売 上 額 で も22%程 度 を 占め る にす ぎない 。 しか も独 立系 の 会 社 は

1,300社 を越 え て い るの に,旧AT&T系 は,22のBOCと そ の株 を 持 つ

7社 しか な い。

や は り旧 ベ ル系 電話 会 社 は優 越 的 な地 位 にあ る と言わ ざ るを得 な い。

表6主 な独立系電話会社

加入者数 総売上高

1.GTE 11,127,681 $8,780,550,000

2.ユ ナ イ テ ッ ドテ レ コ ム 3,381,332 $2,220,415,000

3.コ ン テ ル 2,280,569 $1,835,173,000

4.サ ザ ン ニ ュ ー イ ン グ ラ ン ドテ ル 1,711,533 $1,359,500,000

5.セ ン テ ル 1,354,317 $833,000,000

6.ALLTEL 953,943 $545,545,000

USTA年 次統計

一8一



表7総 売上額の推移

(単 位:千 ドル)

独立系 BOC 計

1986 18,469,107 63,896,509 82,365,616

1985 17,245,000 61,179,967 78,424,967
1984 16,000,000 57,867,566 73,867,566
1983 14,875,000 64,027,379 78,902,379
1982 13,880,000 61,193,733 75,073,733

1981 12,206,000 55,283,295 67,489,295
1980 10,475,000 48,349,267 58,824,267
1979 9,240,000 43,237,949 52,477,949

1978 8,085,000 39,029,880 47,114,880
1977 7,115,000 34,595,057 41,710,057

USTA年 次統計

表8加 入者数の推移

(単 位:千)

独立系 BOC 計

1986 25,196 97,007 122,203

1985 24,330 93,945 118,275

1984 23,020 91,454 114,474

1983 22,331 89,042 111,373

1982 21,672 86,921 108,593

1981 21,429 85,987 107,416

1980 20,808 83,884 104,692

1979 20,078 81,400 101,478

1978 19,246 78,366 97,612

1977 18,345 75,125 93,470

USTA年 次統計

独立系電話会社の中のほとんどを占める中小の電話会社 には,上 記のよ

うな大電話会社 とは規模の点ではまるで比較にな らない。 その事業規模 は,

ほんの1っ の町だけをサー ビス して いるような小電話会社 まで存在す るの

であ る。次の表のよ うに電話会社の持つ回線数を比較 してみ ると,そ の差

が明確 にな るだ ろう。 これ は,ペ ンシルバニア州の例であるが,州 公益事

業委員会(後 に解説す る)調 べによれば,BOCの1っ で あるベ ルオブペ
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ン シル バ ニ ア に比 べ,最 小の オ ッ トー テル の 回線 数 は,何 と約1万 分 の1

とい う もので あ る。

表9ペ ンシルバニア州内地域電話会社の加入回線数比較

上 位5社 下 位5社

順位 会 社 名 回線数 順位 会 社 名 回線数

1

Bellof

Pennsylvania

4,552,035 1 OttoTel. 468

2 GeneralTel. 369,939 2 SugarvelleyTel. 786

3 UnitedTel. 253,874 3 PennsylvaniaTel. 952

4 CommonwealthTel. 150,296 4 VenusTel. 1,003

5

ALLTEL

Pennsylvania

122,700 5 HickoryTel. 1,033

出典:ペ ンシル バ ニ ア州 公益 事 業委 員 会rAccessChargeReport」(1986.3.31)

電 気 通 信 政策 総 合 研究 所
「欧 米 にお け る電 気通 信料 金 制 度 の動 向 」 よ り

日本 に お け る地 域 電 話会 社 に相 当す るキ ャ リア と して現 在許 可 され て い

る もの に は,

1.東 京通 信 ネ ッ トワー ク(TTnet)関 東 地 区

2.大 阪 メデ ィア ポ ー ト(OMP)関 西 地 区

3.レ イ ク シテ ィ ケー ブル ビ ジ ョン(LCTV)… ……諏 訪 地 区

な どが あ る。 しか しな が ら,こ れ らの キ ャ リア は,ま だ加 入 者電 話 サ ー ビ

ス は行 って いな い。(88年3月 現 在)
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(3)国 際電話会社

米 国の国際通信事業者はその提供サ ービスの内容 によって数種類 に分類す

ることがで きる。

表10米 国の国際通信事業者

国 際 記 録 通 信 事 業 者
(lnternationalRecordCarrier)

ITT,RCA.,TRT,MCIな ど

国 際 音 声 通 信 事 業 者 AT&T,MCI,USス プ リ ン トな ど

国 際 衛 星 通 信 事 業 者 コ ム サ ッ ト

国際競争衛星通信事業者

パ ナ ム サ ッ ト,オ ラ イ オ ン,ISC,

フ ィ ナ ン サ ッ ト

国 際 記録 通 信事 業者 とは,主 に 国 際電 報 を取 り扱 って お り,通 信 業者 と し

て の 歴 史 は古 い。 コム サ ッ トは,イ ンテル サ ッ ト機構 の米 国 にお け る窓 口企

業 で あ る。 また,こ の イ ンテル サ ッ トと事 実上 の 競争 企業 とな る衛 星通 信 会

社 が パ ナ ムサ ッ ト,オ ラ イオ ンな どの 競争 衛 星通信 事 業者 で あ る。 しか し,

イ ンテ ルサ ッ ト条約 の 制 約上,衛 星 が 打 ち上 げ られ たの は,南 北 ア メ リカ大

陸 を サ ー ビス提 供範 囲 と して い るパ ナ ムサ ッ トの みで,他 は,ま だ米 政 府 よ

り許 可を 受 け たに す ぎ な い。

国 際電 話 の キ ャ リア と して は,AT&Tが 主 な事 業者 で あ り,最 近,MC

IやUSス プ リン ト等 が サ ー ビス対 地 を広 げっ っ あ るが,現 在 まで の と ころ

AT&Tが その ほ とん どを カバ ー して い る。 また,ア ラ ス コム,ハ ワ イア ン

テ レホ ン,ミ ク ロネ シア テ レホ ンな ど限 られ た地 域 にサ ー ビス を提 供 して い

る電 話会 社 もあ る。
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表11AT&Tの 国際電話取扱数の推移

1979年 163,928,483

1980 196,021,121

1981 273,775,738

1982 267,391,564

1983 361,809,801*(推 定)

1984 456,667,010

1985 447,822,739

注:発 信,着 信 の合 計 出典:FCC年 次統計
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2.米 国における電話サービスの形態

日本国 内において電話をかける場合,そ の通話 は,市 内通話 と市外通話に大

別す る ことがで きる。NTTは 日本全国 の電話 ネ ッ トワー クを所 有 し,そ の

サー ビスを提供する唯一の電話会社であ った。電気通信事業法改正後,新 たな

キャリアが登場 したわ けであるが,現 時点 において市 内通話を提供 してい るの

はNTTが 唯一の キ ャリアであ る(TTnetは 昭和63年5月 よりサービスを開始

す る)。 長 距離通話 は,NCCの3社 が中継線 を提供 している。

米国の場合 も市 内,市 外通話に大別で きるのは同様であるが,そ の国土が広

大であること,連 邦国家であるたあ,1っ の州が1っ の国家 と同様な機能 を果

た して いること,ま た,AT&Tが 電話市場 において,今 だに独 占的な支配力

を持 って いること,電 話市場に参入 している中小の電話会社が多数 あること等

の理 由によ って,通 話 の形態 とこれにかかわる規制のあ り方が 日本 とはだいぶ

異な った もの とな ってい る。

米国における通話 も市内 と市外の2っ に大別 してそれぞれを解説す ることと

す る。

(1)市 内通 話(LocalExchangeSevice)

日本 の場 合,区 や市 の行 政 区域 を1っ の単 位 と した区 域 内で の 通 話(3分

間10円)を 市 内通 話 と呼 んで い る。

米 国の 場合 も同 じよ う に,地 域 的,歴 史 的背 景 を持 った,最 小 単 位 の 通話

区 域 が あ り,こ の 中で の 通 話 を市 内 通話(LocalExchangeService)と 呼 ん

で い る。 米 国 にお け る市 内通 話 は,地 域電 話 会社 が提 供 して い る。 したが っ

てBOC,ま たは独立系電話会社が サービスを行 っている。 この地域内にお

いて サービスを提供す る電話会社は1社 ときめとられてお り,地 域独 占とい

うことがで きる。すなわ ち,あ る加入者が電話を 自宅に引 く場合,選 択の予
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知 は な く,必 ず1っ の電 話 会社 に申 し込 み を しな けれ ば な らな い。

内 網

電話局

図2市 内網のモデル

この市内サー ビスの提供範囲は,各 事業者が過去 の経緯や地理的条件を踏

まえて各 々が決めている。

日本の場合,市 内サー ビスは,現 在の ところ,NTTの みが提供 してお り,

市 内サー ビスのみでみ る限 り,米 国では提供事業者の数が多い というだけで,

加入者か らみれば 日本の場合 と大 きな差はないといえる。

(2)市 外 通 話(TollService)

米 国 の場 合,そ の 広 い国土 と,強 大 な市 場 支配 力 を持 って いたAT&T分

割の た め,市 外通 話 の 形 態 は 日本 の場 合 とか な り異 な る。

米国 にお け る市外 通 話 の 形態 に は,次 の ものが 考 え られ る。

1.州 際LATA間 通話

2.州 際LATA内 通 話

3.州 内LATA間 通 話

4.州 内LATA内 通 話

①LATA(LocalAccessandTransportArea)

1974年 依 頼 争 わ れ て い た 司 法 省 とAT&Tの 間 の 反 ト ラ ス ト訴 訟 は.
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1982年 ワ シン トン連 邦地 裁 が 行 った 修正 同 意審 決(MFJ)に よ り和解 が

成 立 した。 このMFJに はAT&Tを 分割 し,BOCの 事 業活 動 を 制限 す

る こ とが 盛 り込 まれ て い た。 この 結 果,22のBOCは 長 距 離通 信 サ ー ビス

を 禁 じ られ たの で あ るが,そ の長 距離 通 信 の基 準 とな るの がLATAで あ

る。LATAは,全 米 で164ヶ 所 が 設定 され て お り,各BOCは,各 社 の

担 当す るLATAの 中で しか サー ビス を提 供 す る ことが で きない。 したが

って,BO,CはLATAを ま たが る通 話(LATA間 通 話)を サ ー ビ ス

して は いけ な い こ とにな って い る。 その代 わ り,LATA内 を サ ー ビスす

るBOCは1社 と決 め られ た ため,1っ のLATA内 に は1つ のBOCと

い くつ かの 独立 系 電 話 会社 が サ ー ビスを提 供 して い る とい うこ とにな る。

LATAは,BOCの 規 模 の大 き さに よ る市 場 の支 配 力 が 公正 な競争 に

与 え る影 響 が大 きい とされ,そ の サ ー ビスを提 供 す る範 囲 と して 設 定 され

た もので あ る。 したが って,独 立 系 電話 会 社で あ るGTEは,全 米 に対 し

て サ ー ビスを提 供 して い る とい う拡 散 した状 況 に あ る もの の,1社 でRH

C並 み の 加入 回 線 を持 つ規 模の 大 き さを考慮 され,約20のLATAが 設定

されて い る。

LATAの 例 と して 次 にカ リフ ォルニ ア州 のLATA配 置図 を 示す 。
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　伊 カ リフ ォルニ ア州 のLATA配 置 図
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② 州際LATA間 通話

加入者が州を越えて電話 をかける場合 は主 にこの通話 となる。

この場合,加 入者 は,受 話器を とりダイヤルを廻す(押 す)と,そ の信

号は,電 話機 に接続 してい るラインか ら地域電話会社の交換機 に入 り,こ

の交換機が市外局用の交換機 に接続 し,長 距離会社のライ ンに接続 される

ことになる。

地域電話会社網 地域電話会社網

地域
留 交換局

刀
刃 市外局用

交換機

I
l

長距離会社線
1

地域 古
交換局

留

市外局用
交換機

1

1

州境

図3州 際LATA間 通話のモデル

ま た,こ の逆 の流 れ を通 じて通 話 の 相手 方 に接続 され る。 この様 に して

い くっ か の電 話会 社 が介 在 して,初 め て通 話が 可能 とな る。

例 え ば,サ ンフ ラ ンシス コか らニ ュー ヨー クへ 電話 を か け る場 合 に は,

も しその 加入 者 が長 距 離会 社 と してAT&Tを 選 べ ば,

パ シ フ ィ ッ ク ペ ル ーAT&T－ ニ ュ ー ヨ ー ク テ ル

の各電話会社の ライ ンを結んで通話す ることとな る。

このAT&Tが 受 け もって いる州 際LATA間 の長距離市場 は,地 域電

話会社の間を中継 する競争市場であ り,複 数の電話会社が この サー ビスを

行 っている。

したが って,市 内通話のよ うに顧客 は1っ の電話会社のみに限 られ るわ

けではな く,複 数の長距離電話会社の中か ら1社 を選択す ることがで きる。
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長 距 離 電話 会社 に は,全 て5桁 の識 別 番号 か っ け られて お り,顧 客 は最

初 に この 番号 を ダイ ヤル す る こ とに よ って,希 望 す る電話 会 社 に接 続 す る

こ とが で き るの で あ る。 す な わ ち,サ ンフ ラ ンシス コか らニ ュー ヨー クへ

同 じ様 に電 話 をか け る場 合 で も,例 えば,

パ シ フ ィ ッ ク ペ ル ーMCIー ニ ュ ー ヨ ー ク テ ル

などの接続が可能 となる。

ただ し,顧 客(加 入者)は,あ らか じめ自分の使 いたい長距離会社を地

域の電話会社 に登録 しておけば(事 前登録),最 初 に"1"を ダイヤルす

るだけでその長距離会社に接続す ることができる。

③ 州際LATA内 通話

LATAは,前 に も述べた とお り,電 話網の歴史的経緯,地 理的背景を

考慮 して設定 され た ものであ るか ら,お お よそは州境など も境界線 として

いるが,そ の経緯か ら,州 をまたが るLATAが 存在する。

この場合 は,地 域の電話網は当然なが ら地域電話会社(BOC)や 独立

系の電話会社がその地域唯一の電話会社 としてサー ビスを提供 してお り,

中継系 として もLATA内 であ るのでBOCも サー ビスの提供が可能であ

る。また,こ の中継系には州際通話のため,長 距離電話会社が介在す るこ

とも考え られ るだ ろう。

例えば,A,Bの 両市は州が異な るものの隣 りどう しであ ったとする。

しか し,1っ のCと いうLATAの 中に含 まれ る場合を考えてみ ると,様

々の ケースが考え られ る。
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州 境 ・、

＼
、

図4州 際LATA内 通話の モデル

A市 か らB市 へ電話 をかける場合,も ちろん市外通話になるわけである

が,

i)A市 とB市 のそれぞれの市 内電話 をサー ビス してい る電話会社が異 な

る場合

この場合は,そ れぞれの電話網を結ぶ 中継系の電話会社が必要 となる

が,こ の 中継 ラインを提供する会社は,独 立系のもの もあろう し,ま た,

LATA内 であるので,BOCも 考え られる。また,場 合 によっては長

距離会社が提供 しているか もしれない。

li)A市 とB市 のそれぞれが同 じ独立系の電話会社によって提供 されてい

る場合

この場合 には,地 理 的に隣接 して いると思われるので,自 社の電話網

で提供 して いることが多 いと思われ る。 しか し必ず しもそ うとは限 らず,

や はり中継系のライ ンに別の電話会社が介在す るか も知れない。

hi)両 市 を提供 してい るのがBOCの 場合

この場 合は何とい って もこの地域一帯がBOCの 提供地域 であろ うか

ら,中 継 系など存在 しないだろ う。

いつ れ の場 合 に しろ,こ の 種 類 の通 話 は,地 域 的 に限 られ た もので あ る

た め,電 話 市 場 の全 体 か ら見 た場合,ご く一 部の もの と思 わ れ る。
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④ 州 内LATA間 通 話

各州 は,そ の ほ とん どが1っ 以 上 のLATAよ り成 り立 って い るため,

同 じ州 の中 に電 話 を か け る相手 が いて もLATAを 複数 またが って電 話 を

か け る こと もあ る。

各LATA内 に は地 域電 話 会 社(BOC又 はBOCと 独 立 系 の両 方)が

サ ー ビスを提 供 して い るが,LATA間 の 中継 サ ー ビスは,1982年 の 同意

審決 に よ って,BOCが サ ー ビスを提 供 す る ことを禁 じて い る。 したが っ

て,地 域 によ り長 距離 電 話会 社 も し くは独 立 系の 電話 会 社が 介 在 す る。

例 え ば,

BOC

BOC

AT&T

GTE

BOC

独立系会社

な どが例 と して考え ることがで きる。 したが って,州 内LATA間 の通話

は,そ の中継 部分が長距離会社 および独立会社又は両者 との競争市場 とな

る。

この市場 を競争市場 とするか否かは州の規制機関にまかされてお り,そ

の州独 自の判断 にまかされて いるが,現 在ではほとん どの州 において この

市場 について競争を導入 している。最近 にな って,BOCに 対す るLAT

A間 通話分野への進 出を認め るよ うな要望が多 く聞かれるよ うにな ったが,

ワシン トン連邦地裁 はこの規制を緩和す る気配は全 くない。

⑤ 州 内LATA内 通話

州 内LATA内 の 市外 通話 は,AT&Tの 分 割 前 か ら独 立系 電 話会 社 と

BOCが サ ー ビス を提供 して い た。 した が って,

・BOC-BOC(同 －BOCが 提供)

・BOC－ 独 立 系電 話 会 社

一20一



な どが考え られ る。 これ も州 内の通話であるか ら,各 州の規制機関 によ り

様 々な規制が行われて いるが,MFJに よって,こ の分野へ も競争を導入

す ることか望 ま しい とされたため,現 在では競争市場 とな って いる州 もい

くつかある。 しか し,長 距離事業者の この分野への進出はまだ少 ない とい

って よいだ ろう。

(しかしながら,州 内の競争が存在す る場合,顧 客(加 入者)が どのよう

に して中継事業者 を選択するのかは,残 念なが ら現在の調査段階ではまだ

判明 して いない。 この件に関 しては次の機会にゆずることとした い。)
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表12各 州 における州内通信 事業者に対する競争 と規制の状況

州内競争の有無 規制の程度

通信事業者 再販売業者
再州 通

L L L L
信 販

A A A A 士
事 冗

名
T T T T

業 業
A A A A

者 者
間 内 間 内

ア ラ バ マ ○ × ○ ○ C C

ア ラ ス カ 該当せず △ 該当せず △ △ △

ア リ ゾ ナ ○ × ○ × △ △

ア ー カ ン ソ ー △ △ △ △ △ △

カ リフ ォ ル ニ ア ○ × ○ × B C

コ ロ ラ ド ○ × ○ ○ B D

コ ネ チ カ ッ ト 該当せず ×(1} 該当せず ×(1) 該当せず 該当せず

デ ラ ウ ェ ア 該当せず △ 該当せず △ △ △

フ ロ リ ダ ○ ○(2) ○ ○ B D

ジ ョ ー ジ ア ○ ○ ○ ○ C(暫 定) △

ハ ワ イ 該当せず 審議せず 該当せず 違 法 審議せず 該当せず

ア イ ダ ホ 審議せず 審議せず ○ ○ 審議せず D

イ リ ノ イ ○ × ○ × C C

イ ン デ ィ ア ナ ○ × ○ ○ A A

ア イ オ ワ ○ ○ ○ ○ △ △

1

カ ン ザ ス ○ △ ○ ○ C C

ケ ン タ ッ キ ー ○ × ○ ○ B D

ル イ ジ ア ナ ○ × ○ ○ △ C

メ イ ン 該当せず × 該当せず ○ 該当せず C

メ リ ー ラ ン ド ○ ○ ○ ○ C C

マ サ チ ュ ー セ ッ ツ ○ △ ○ △ A A

ミ シ ガ ン ○ × × × △ 該当せず

ミ ネ ソ タ ○ △ ○ ○ △ △

ミ シ シ ッ ピ △ △ ○ ○ △ D

ミ ズ ー リ σ △ ○ ○ B(暫 定) C

モ ン タ ナ 審議せず 審議せず ○ ○ 審議せず D

ネ ブ ラ ス カ △ △ △ △ △ △

ネ バ ダ ○ △ ○ ○ △ D

ニ ュ ー ハ ン プ シ ャ ー 該当せず 審議せず 該当せず 審議せず 審議せず 審議せず

ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー ○(3} × ○ ○ A C

ニ ュ ー メ キ シ コ 該当せず 審議せず 該当せず ○ 審議せず D

ニ ュ ー ヨ ー ク ○ ○ ○ ○ B C

ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ ○ × ○ × C C

ノ ー ス ダ コ タ 審議せず × ○ ○ 該当せず D

オ ハ イ オ ○ α4) ○ ○ △ △
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オ ク ラ ホ マ ○ × ○ ○
l

B(暫 定)△

オ レ ゴ ン 違 法 違 法 ○ ○ 違 法 D

ペ ン シ ル バ ニ ア ○ △ ○ ○ △ △

ロ ー ド ア イ ラ ン ド 該当せず 審議せず 該当せず 審議せず 審議せず 審議せず

サ ウ ス カ ロ ラ イ ナ ○ ○(5) ○ ○ C C

サ ウ ス ダ コ タ 該当せず × 該当せず ○ A D

テ ネ シ ー ○ × ○ ○ △ △

テ キ サ ス ○ ○ ○ ○ B D

ユ タ 該当せず △ 該当せず ○ △ C

バ ー モ ン ト 該当せず △ 該当せず △ △ △

バ ー ジ ニ ア ○ 違 法{6) ○ ○ C D

ワ シ ン ト ン ○ ○ ○ ○ A A

ウ エ ス}バ ー ジ ニ ア ○ × ○ × A A

ウ ィ ス コ ン シ ン ○ × ○ ○ B C

ワ イ オ ミ ン グ 該当せず △ 該当せず ○ △ A

○:競 争を認可 した州

△:審 議中の州

×:競 争を禁止 した州

審議せず:こ の問題 に関 して,何 らの行動 も起 こしていない州

該当せず:全 米50州 中複数LATA州 は38あ り,そ れ以外の州は単－LATA州 で あ

かまたはLATAシ ステム外にあり,こ こでの分類に該当 しない。

違法:州 法によ り市外通信事業者の競争が禁止 されてい る。

(暫定):暫 定命令

A:全 事業者に きび しい規制を適用

B:支 配的通信事業者に対 してはきび しい内容の規制を,非 支配的通信事業者に対 し

てはゆるやかな規制を課す。

C:全 通信事業者にゆるやかな内容の規制を課す。

D:完 全に規制を撤廃

(Dコ ネ チ カ ッ ト州 のLATA内 競 争 の 禁 止 は,正985年 ・6月30日 ま で に な った 。

(2)フ ロ リダ 州 で はLATAを さ らに 分 割 し た 地 域 間 で 競 争 を 許 可 。

③ 競 争 的 市 外 通 信 事 業 者 は,イ コ ー ル ・ア ク セ ス 地 域 外 で の み 営 業 で き る 。

(4)通 信 事 業 者 は 公 益 事 業 委 員 会 の 認 可 を 得 な い で も営 業 が で き る。

(5}LATA設 定 以 前 に 認 可 を 得 た通 信 事 業 者1者 に 限 る。

(6}バ ー ジ ニ ア のLATA内 競 争 は,1986年 ま で は 法 律 に よ り禁 止 され る 。

海 外 電 気 通 信1985.5よ り
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⑥ 電話サー ビスの提供地域 と参入企業

電話サー ビスの提供地域 を分類すると,前 に述べたよ うに,LATAを

中心 として整理す ることがで きる。

まず,市 内通話は,最 も小さな電話交換網で,BOC及 び独立系地域電

話会社が提供 している。

市外通話は州内通話 と州際通話がある。それぞれ には,LATA間 通話

とLATA内 通話があ り,州 際の通話 は主に長距離電話会社が提供 してい

る。 また,BOCはLATA間 通話の提供がで きない。州内通話には最 も

多 くの種類の電話会社が参入する可能性があるが,や はりLATA間 通話

につ いてはBOCは 提供 を許 されて いない。以上の ことを一覧表に整理す

ると次表のようになる。ただ し,州 内のサー ビス提供 にっいて は各州 によ

り異 なる場合があるので,こ れは,あ くまで も1っ の参考 として考えてい

ただ きたい。

表13電 話 サービスの提供地域 と電話会社の参入可能性

10C BOC LOC 例

市 外

(中 継系

市場)

州際
LATA内 ○ ○ ○ ⑩+⑪+⑫+⑭

LATA間 ○ ①+③+⑥+⑦+⑧

州 内

LATA内 ○ ○ ○ ①+③+④+⑤

LATA間 ○ ○ ⑦+⑧+⑨+⑩+⑪

市 内

(地域系
市場)

州内

LATA内 ○ ○ ①+②

LATA間 *○ ⑯+⑰

電話会社別 によ る電話サー ビスの種類 ○:サ ー ビス提 供可

IOC:独 立 系電 話 会 社(た だ しGTE系 に は20あ ま りのLATAが 設

定 されて い る。)
BOC:旧 ベ ル 系地 域 電話 会 社

IOC:長 距 離電 話 会 社
*独 立 系電 話 会社 は,LATAに と らわれ な い
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図5米 国内通話のモデル

州 州

LATA LATA

宕

智 /ぐ
宕

⑬
⑮

⑫ ⑩宕⑨御 題
＼ぐ

宕

/

/く ⑭
宕 智

③ ⑥

⑨
⑤F「 市内騙

∧ ④ 〉
/

'

＼
②レ<《①
宕 宕 L>ぷ

LATA LATA

:中 継 線

:交 換 局

IOC:⑯

IOC,BOC:①,②,⑤,⑧,⑪,⑭,⑰ 電 話 会 社別,加

LOC:⑥,⑨,⑮ 入 線 お よ び 中継

IOC,BOC,LOC:③,④,⑦,⑩,⑫,⑬ 線 の所 有形 態

例 え ば,① の ラ イ ンは独 立 系 とBOCが 所 有 す る ことが可 能 な回線 を意 味

し,⑥ の ラ イ ンは長 距 離 事 業 者の 所有 す るラ イ ンを意 味す る。

注)各 州 に よ り事情 は異 な る。
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(3)イ コールアクセス

イコールア クセス とは,AT&T以 外 の長距離電話会社がサー ビスを提供

するため,地 域電話会社のネ ッ トワークと接続す る場 合に従来か ら接続 され

ていたAT&Tと 平等 な条件で接続す ることをいい,こ れによ ってAT&T

と他の長距離電話会社 との公正な競争が可能になると して いて る。

MCIな どの新規参入長距離事業者がサー ビスを提供す るたあには,当 時

のAT&Tの 市内網'(現 在のBOCの 市内網)と の接続が必要であ ったδ 当

初の接続は,MCIな どの通信事業者 を一つの電話加入者 として扱 い,一 般

の電話番号を与えるいわ ゆる 「加入者線接続」で行 われた。 したが ってMC

Iな どの利用者 は,ま ずMCIの 加入電話番号をまわ してMCIを 呼び出 し,

その後,発 信者の識 別番号や着信者の番号をまわす ことにな るので,蚕 部で

20ケ タ以上のダイヤルが必要であ った。また,こ の接続方法は,通 話の品質

が劣ること,回 転 ダイヤル式電話機 か らは利用で きない ことなど,AT&T

のサー ビスに比べて不利な条件での接続であった。

現在の 日本の状況を見てみると,加 入者がNCCに 接続す るためには 「0

0× ×」の4ケ タの番号をまず必要 とす ること,ま たNTTの 交換機の一部

にID送 出機能を持 たないものが あるため,NCCを 利用で きる地域が限定

されている等の状況が指摘で きる。 これ らは,当 時の米国の状況 と似てお り,

例えば,地 域系のNCCが 将来に数多 く出現 して くれば,大 きな問題 となる

ことが考え られる。

この様な状況 に対 し,ワ シン トン連邦地裁が勧告 したMFJ(修 正同意審

決)で は,長 距離通信会社の選択を平等な条件で行わせ るべきであるとの観

点か ら,BOCに 対 して,長 距離通信会社は同 じ条件で接続す ることを義務

づけた。

その方法 としては,第1に,電 子交換機や一定規模以上の電磁式交換機に

っいて,1984年9月 か ら1986年9月 までに同 じ接続条件 で接続 できるよ うに

交換機等の改造工事 を実施す る。第2に,そ の費用 は,地 域電話会社が負担
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し,長 距離 通 信 会 社 に対 す るア クセス チ ャー ジの 中 で回収 され る とい う もの

で あ った。

また,イ コール ア クセ スの 実施 はMFJに よ り,1984年7月 か ら1986年9

月1日 までで 実 施 す る こ ととな った 。 この 具体 的 な方 法 と して は,イ コール

ア クセ スが導 入 され る地 域 の 加入 者 に 対 し,投 票 用紙 が送 付 され,こ れ に よ

り自分 が主 と して 使 用 す る市 外通 信事 業者(プ ライ マ リー キ ャ リア)を 選 択

す る と い う もの で あ った。 これ に よ って,市 外 通話 をか け る時 に まず"1"

を ダ イ ヤルす る こ とに よ って 自分 の選 んだ市 外 通 信事 業者 に継 が る こと とな

り,完 全 な イ コー ル ア クセ スが実 施 され る とい う もので あ る。 この手 続 き は

一切 無 料 で行 わ た
。 この後 に事業 者 を 変更 す るた め には,手 続,手 数 料 が 必

要 とな る。 した が って,こ の投 票 終 了後 には市 外通 信事 業 者 の シ ェアが 急 激

に変 化 す る とは考 え に くい。

この 投票 の 大 多数 が終 了 した86年9月1日 の 時 点 で,シ ェアは お よ そ次 の

通 りと予想 され て い る。(全 体 の70%が 終 了 した といわれ た)

市 外(長 距 離)通 話市 場 シ ェア

AT&T75%

MCII5%

USス プ リン ト4～5%(海 外 電 気通 信86年10月 号)

また,そ の後,各 方 面 よ り同 市場 に対 す る シ ェアが発 表 され て お り,若 干

数 値 は異 な るが,そ の 順位 は同 じで あ る。
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表14米 国市外通信事業者の競争
(単 位:億 ドル)

1984 1985 1986(推 定)

市外通信収入 市外通信収入 市外通信収入

AT&T

MCI

USス プ リン ト*

その 他

364(84.7)

19(4.4)

11(2.5)

36(8.4)

389(82.7)

25(5.3)

12(2.6)

44(9.4)

387(77.4)

36(7.2)

19(3.8)

58(11.6)

430(100.0) 470(100.0) 500(100.0)

出所)NTIA報 告 書,ガ ー トナ ー資 料 な ど。

注)USス プ リン ト欄 の1984,1985はGTEス プ リ ン ト。

()内 は構 成比,%。 ア クセ ス ・チ ャー ジ含 む。

USス プ リン ト

4%

(注1)各 数 値 は推 定 値 で あ る

(注2)地 域 電話 会 社 の営 業 区域 内 に 終 始 す る長距

離通 信 は 含 まな い 。

(出 所)Intech1テ レコム マ ーケ ッ ト(1986年

12月16日 号)

図6ア メ リカの長距離通信市場 シェ?(1986年)

出 所)Intechlテ レ コ ム マ ー ケ ッ ト
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3.米 国 における電話料金制度

日本 におけ る電話料金は,市 内通話 と市外通話に分かれてお り,現 在の とこ

ろ市内通話 はNTTの みが提供 してい る。 このNTT市 内通話 の料金は3分 間

10円 とな っている。

市外通話料金は,NTTの みを使用 した場合,ポ イン トtoポ イ ン トの距離

と通話時間によ って課金され る。

また,現 在NCCが 長距離中継 サービスを提供 しており,NTTの みで長距

離市外通話 をかけるよりも安 く利用で きる様 になっている。

この場合,米 国に もみ られるような通信ラインを結ぶこととな り,

NTT市 内網 －NCC長 距離ライ ン ーNTT市 内網

とい う経路で通話が可能 とな る。 この場合料金 は,

NTT市 内料金+NCC市 外料金+NTT市 内料金

とい うように足 し算方式で計算され,NCCよ り請 求され る。また料金は郵政

省 による認可制であ る。

米国において も市 内料金 と市外料金に大別することができるが,連 邦国家で

あることか ら,州 内に関す る通信料金やその他の規制は州政府が,州 際に関す

る ものについてはFCCが 規制することとなって いる。また,市 内市外サ ー ビ

スとも,日 本の場合よ りも多彩なメニ ューがあ る。

(1)市 内料 金(LocalExchangeService)

市 内サ ー ビス は,各 州 政 府(正 確 には各 州 の公 益事 業委 員 会)が 認 可 す る
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サ ー ビ ス で あ る 。

市 内 料 金 に は,大 き く3つ の 種 類 が あ る 。

i)FlatRateService(フ ラ ッ ト ・ レ ー ト ・サ ー ビ ス)

if)MessageRateService(メ ッ セ ー ジ ・ レ ー ト ・サ ー ビ ス)

正)MeasuredRateService(メ ジ ャ ー ・ レ ー ト ・サ ー ビ ス)

フラ ッ トレー トサ ー ビス は,定 額 支 払 いで無 制 限,メ ッセ ー ジ レー トサ ー

ビス は,一 定 度 数 まで は通 常 レー トよ り安 い料 金 で,そ れ を超 え る分 は通 常

レー トの 度 数料 金 とす る もの。 また,メ ジャー ・レー ト ・サ ー ビスは,通 常

の 度 数制 に よ る課 金 の方 式 で あ る。

当然,こ れ らの料 金 は,そ の地 域 で サ ー ビス を提 供 して い る電 話 会社 によ

りそれ ぞ れ異 な る。 また,こ の サ ー ビスは,加 入 者 網 その もの で あ り,電 話

会社 は加 入者 へ 直接 っ な が る電 話線 を持 って い る。 したが って,こ の サ ー ビ

ス市 場 は地域 独 占市 場 とな って お り競 争 市場 で はな い。

(2)市 外 料 金(TollService)

米 国 に お け る長 距離(市 外)通 話 料 金 は,日 本 の よ うに足 し算 方 式 で はな

く,ポ イ ン トtoポ イ ン トで それ ぞれ 決 め られ て い る。

す なわ ち,基 本 的 に は,間 に い くっ か の電 話会 社 が 介在 しよ う と,加 入 者

か ら,電 話 を かけ る相 手 まで の距離 と通 話 時間 に よ って 料金 は算 出 され る。

市外 通 話 に も,大 き く別 け て2つ の種 類 が あ る。

i)MessageTelecommunicationsService(MTS)

li)WideaveaTelecommunicationsService(WATS)

MTSは,距 離 と時間 に よ って 料金 を 算 出す る方 法 で あ り,WATSは,

広域 電 話 サ ー ビス と呼 ば れ,利 用 者 の加 入 地 を 中心 と して 同心 円的 に帯 域 を
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定め,そ の帯域内における利用時間を集積 して課金する方 式で,通 話量が多

くなればMTSよ り割安 となる。

いま,サ ンフランシス コの加入者がニ ュー ヨークへ電話をかける場合を考

える。 この加入者は長距離通信会社 としてAT&Tを 事前 に登録 していたと

すると,

パ シフ ィ ッ クペ ル ーAT&T-→ ニ ュー ヨー クテル

の ライ ンを 結 んで 通 話 す る こと とな る(地 域 電話 会 社 は,そ れ ぞ れ1つ の 例

と して あげ る)。 この 場合,加 入者 は,AT&Tの 提 供す る サー ビス メニ ュ

ーの 中 か ら,選 択 し,契 約 した料 金 を,AT&Tに 支 払 う こ ととな る。 例 え

ば,AT&Tと の契 約 が,最 も基 本的 なMTSと す る と,加 入 者 か ら相 手 先

まで の距 離 と時 間 に よ って料 金 が 算 出 され,AT&Tか ら加 入 者 へ請 求 書 が

とど くこと にな る。 したが って,こ の時,加 入 者 は,パ シ フ ィ ックベ ルや,

ニ ュー ヨー クテ ル な どの 料 金 を全 く気 にす る ことは な い。

ま た,こ の 加 入者 がWATSサ ー ビスをAT&Tと 契約 を して いた場 合 で

も,同 じよ うにAT&Tに よ って 料 金が 計 算 され,所 定 の 割 引 を うけて,加

入 者 に料金 の請 求 が な され るので あ る。

サ ンフ ラ ン シス コ 一 二 ュー ヨー ク間の 電話 は州 際LATA間 通 話 とい う

こ とにな るが,こ の料 金 の算 定 ・課 金方 式 は 州際LATA内,州 内LATA

間,州 内LATA間 に お け るそ れ ぞれ の長 距離(市 外)通 話 も同様 で あ る。

た だ,州 際 に関 す る もの はFCCが その 規 制機 関 で あ り,州 内 に 関す る も

の は州 政府 が規 制 機 関 で あ る こ とは先 に述 べ た。

州 内の 通 話 に関 す る規制 は,各 州 ご との事 情 に よ って様 々で あ り,州 際 レ

ベ ル よ り規 制緩 和 が 進 ん で い る もの もあれ ば,全 く自由化 され て い な い もの

まで 多様 で あ る。

長距 離 通 話 料 金 と して 長距 離 電話 会 社 が受 け と った料 金 は,地 域 の電 話 会
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社 に全 く関係がないわけで はない。地域 内(市 内)の 電話網を使用 した料金

と して,後 に長距離電話会社か ら各地域電話会社ヘア クセスチ ャージとして

支払われ る。 また,加 入者 は,長 距離網 を使用す るために,毎 月一定額を地

域電話会社に支払 っている。

(3}市 外(長 距離)通 信事業者の提供す るサー ビス

前述の とお り,市 外(長 距離)通 話市場 は大 きく別けて2種 類のサー ビス

が提供 されてい るが,こ の市場 には競争が導入 されてお り,各 々の企業では

割引方式を変えた り,単 な る通話サー ビスだけではな く,付 加的なサービス

を折 り込んだ多彩なサ ー ビスメニ ューを用意 している。

次にその例をあげる。

MTSサ ー ビ ス に は 次 の よ う な も の が あ る 。

〈TOLL>

AllnetInterstateMTS(Allnet)

Dial-lt900Service(AT&T)

Execunet/Quickline/CreditCard(MCI)

InterstateLDMTS(AT&T)

lTTLongerDistanceService

PROAmerica(AT&T)

SoftwareDefinedNetworkServices(AT&T)

SpaceTEL(WU)

Sprint(USSprint)

WesternUnionLongDistanceServices(WU)

WATSサ ー ビ ス に は 次 の よ う な も の が あ る 。

〈WIDEAREATELECOMMUNICATIONSSERVICE(WATS)〉
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DescriptionofService(AT&T)

Inward

Outward

Othward/OtherCharges

OtherCharges

ServiceAreaCoverage:Domestic

ServiceAreaExceptions

MCI800Service

MCIWATS(MCI)

Megacom800Service(AT&T)

MegacomService(AT&T)

PrismIService(MCI)

PrismIIService(MCI)

Prism皿Service(MCI)

PROAmericaII(AT&T)

PROAmerica皿(AT&T)

Readyline(AT&T)

SprintWATS(USSprint)

(CCMI/McGraw-Hill

PlanningGuide1,InterLATA)よ り

MTSサ ー ビス は,通 話 の距 離 と時間 によ って課 金 され るサ ー ビスだが,

この 中 に も多 くの メニ ューが 用 意 され て い る。 例 えば,AT&Tの プ ロア メ

リカ は,毎 月 一定 額(15ド ル)を 支 払 え ば全 通 話 が10%安 くな るサ ー ビスで

あ る。 一般 家 庭 な ど通話 量 の 少 な い加 入者 はMTSサ ー ビスが 適 して い るだ

ろ う。

最 も特 徴 的 な サ ー ビス はWATSサ ー ビスで あ る。 簡単 に いえ ば定 額 料 金
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制 で あ るが,地 域 の指 定 や,時 間 帯 の指 定 もで き る。 この サ ー ビス は大量 な

通 話 量が 必 要 な事 務 用 の加 入 者 に適 して い る。

着 信WATS(800番 サ ー ビス)は これ らの サ ー ビスが 着 信人 払 い とな る

た め,テ レマ ー ケテ ィ ングの重 要 な手 段 とな る。最 近,NTTが フ リー ダイ

ヤル 「0120」 を提 供 して い るが,こ れ を よ り多 彩(複 雑)に した もの と思 え

ば いい だ ろ う。 例 え ば,AT&Tの 提 供 す る レデ ィ ライ ンは,基 本 料 金 が20

ドルで,あ と は着 信 通 話 時間 の 月毎 の 合計 によ って 課 金 され る。 この800番

サ ー ビスは,AT&Tの 独 占市 場 で あ ったが,現 在で は,MCI,USプ リ

ン ト,ウ エ ス タ ン ・ユ ニオ ンが サ ー ビスを提 供 して い る。

また,こ れ らの他 に も新 しい サ ー ビスが 続 くと生 まれて お り,AT&Tの

「リーチ ア ウ トア メ リカ」 は,全 国 ど こへで も夜 間 あ るい は週末 に,1時 間,

定額 料 金 で通 話 で きる サ ー ビスで,WATSサ ー ビスの 一種 とい え るだ ろ う。

(4)ア クセスチ ャージ

市外通信事業者は,そ のサービスを提供す るため,市 内通信事業者の持つ

加入 回線や市 内交換機,市 内回線等を使用 する必要が ある。

事業者の
区分

7図

惑
通信事業者の設備区分

EO
EO＼

: x
/

＼
宕

廿

8一
コス トの ぐ一 一 ー 一一 ー 一 →

区 分 市 内 コ ス ト

　
市 内 コ ス ト

市 外 コ ス ト

TS施 設 、市外施設
NTS施 設:市 内施設
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ア クセスチ ャー ジは,市 内通信 事業者が これ らの設備をサー ビスと して市

外通信事業者に提供す ることに対 する料金である。

もともと電話事業 は公共 的な性格が 強いことは言 うまで もないが,利 用頻

度の高 い市 内通話を安 く提供す るため,コ ス トを割 った料金でサー ビスを提

供す る傾向にあ った。

これ に対 し,長 距離の通信サー ビスは,付 加価 値を高 くし,利 益率 の高い

料金設定を行 って いた。当然,市 内赤字,長 距離 黒字 という図式がで きあが

る。

一つの企業内で この様 な2っ のサー ビスを提供 した場合 には,当 然黒字部

分で赤字部分を補填する ことになる。

1982年 のMFJ以 前には,AT&Tか らローカル電話会社 に対 して,内 部

相互補助 といわれ る形で赤字分の補填が行われて いた。また,一 部の独立系

のローカル電話会社 に も補填 は行われて いた。 しか し,市 外通信事業 によ る

市 内通信事業の補助 は,ベ ル内部で行 われていた ものが大部分であ った。

MFJに よって1984年 よ り長距離電話会社 と地域電話会社 にAT&Tが 分

割されたために,内 部補助 がで きな くなった訳であるが,市 内通信事業者 に

対 して,何 らかの形で赤字分 を補填す る必要があ る。そこで,こ のア クセス

チャー ジ制度 によって地域事業者 に対 して地域ネ ッ トワークの正当な使用料

金を支払 うこととな った。MFJ以 前で も,MCIな どの長距離事業者は,

地域の電話会社 に対 してFCCの 監督の もとにア クセスチャー ジが支払 われ

て いたが,イ コール アクセスが達成 されていなか ったことを理由に,一 部を

割引 きされていた。

1984年AT&Tが 分割 されてか らア クセ スチ ャー ジの制度が機能 した訳で

あるが,そ の内容 は次の とおりであ る。

(i)市 内線 路等 の コ ス トは,定 額 料 金で 加 入 者 が負担 す る。

(ii)交 換 機 等 の コス トは,従 量 料 金 で長 距 離 事 業者 が負担 す る。
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(皿)ユ ニ バ ー サル サ ー ビス維 持 の たあ に フ ァ ン ドを設 け,そ の資 金 は長 距

離 事 業 者 よ り徴 収 す る。

(iv)上 記 の よ うにす る と,加 入者 の 負 担 が一 挙 に増 大 す るた あ,6年 間で

段 階 的 に実施 す る。

つ まり,地 域電話会社 は,そ の ローカル網を維持す るために,内 部相互補

助 による補填金を受け とらないかわ りに,加 入者 と長距離通信事業者の両 者

より,費 用を徴収で きることとな った。

図8ア クセ スチ ャー ジの流 れ

加 入 者

サブスクライ

バーチャージ

〉 地 域 電 話 会 社

アクセス

チャージ

長距 離電 話会社

特 に,加 入者 よ り撤収す るア クセスチ ャー ジを,サ ブスクライバーチ ャー

ジと呼んでい る。 この仕組 によ って,加 入者 は長距離電話 をかける場合 には,

地域電話会社の存在を意識す ることな く電話をかけることがで き,長 距離通

話 に対 する電話料の請求書 は,長 距離電話会社のみか ら発送 され,長 距離電

話会社に対 してのみ支払えばよいので ある。

しか しなが ら,市 内(地 域)の 通話 に対する料金は,地 域 の電話会社よ り

請求 されることになるので,加 入者は,少 な くとも,① 長距離電話会社,②

地域電話会社,③ 地域電話会社 よりのサブス クライバーチ ャー ジの3種 類の

請求書を受取 ることになる。

① サ ブ ス クラ イバ ー チ ャー ジ

1984年 よ り,こ の サ ブ ス ク ライバ ーチ ャー ジは事 務 用複 数 回線 につ いて

は1回 線 当 た りの実 コス ト又 は6ド ルの安 い方 の額,住 宅用 及 び事 務 用単
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独 回 線 に つ いて は,2ド ル とい う月 額 の定 額 料 金 と決 め られ て いた。 しか

し,FCCと 州 公益 事業 委 員 会の合 同委 員 会 は この料金 を1987年 に見 直 し,

同年7月 よ り,2ド ル/月 を2.60ド ル/月 に引 き上 げ た。FCCは 最 終 的

に は1989年4月 に3.5ド ル/月 まで 引 き上 げ た い考 えを 持 って い るが,現

行2.6ド ル/月 に も賛 否 両 論 が あ り,こ の 引 上 げの イ ンパ ク トを90日 間 に

わ た り調 査 す る とい う条 件 が っ いて い る。

② アクセスチ ャー ジ

長距離通信事業者が地域電話会社 に支払 うア クセスチ ャー ジは,従 量制

であ る。従量制料金 とは,単 価 ×使用量 とい うことにな るが,使 用量 は時

間であ り,単 価 は厳密 に決め られている。

これは,市 内通信事業者(地 域電話会社)の 長距離通話 コス トを正確 に

計算 し,そ の必要分を長距離電話会社が支払 う。 このコス トを計算す るた

めに,FCCに おいて,詳 細 に計算の方法 を決 めた 「分計必携」があ り,

これに従 ってコス トを決めてい く。 この コス トに決められた公正報酬率 を

乗 じて地域電話会社の報酬を含んだ必要費用が計算される。

この費用 を予想使用時間で除 した ものが単価 となるのである。

この様なアクセスチ ャー ジの設定方法 と,サ ブスクライバーチ ャージの

値上げ等によって,長 距離会社が地域会社 に支払 う金額 は年 々減少 して き

ている。 この ため,長 距離通信会社 は長距離通話の値下 げが可能 とな る。

*注(た だ し,こ れ はAT&Tに っいてのみの話であ って,他 のMCI等

は,イ コール アクセスが完了 した時点 において アクセスチ ャー ジの割引が

な くなるため,当 面の間アクセスチ ャー ジは増加す るであろ う。 しか し長

期 的にみれば,増 加は一時的な ものであ って,そ の後は年 々減少 してい く

はずである。)
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表15AT&Tの ア クセ ス チ ャー ジの 推 移
(単 位:ド ル)

通信事業者負担
(通 話時間1分 当 り)

加入者負担(月 額)

NTS部 分 TS部 分

(注1)

合 計
住宅用及び
1回 線 の

事 務 用

2回 線以上

の 事 務 用

1984年6月 ～ 0.0524 0.0332 0.0856 0 6

(注2)

1985年6月 ～ 0.0471 0.0332 0.0803 1 6

1986年6月 ～ 0.0304 0.0338 0.0642 2 6

1987年1月 ～

(申 請 中)

0.0205 0.0317 0.0522 2 6

(注1)AT&Tの 総 通話 時間 によ り1分 当 た りの額 を算 出

(注2)6ド ル は上 限で あ り,各 会 社 のNTSコ ス トに応 じて6ド ル まで
の料金が課され る。

(資 料:電 気通信総合研究所)

(5}公 正報酬率規制

現在,FCCはAT&Tな らびに市内電話会社が提供する通信サービスに

対 し,公 正報酬率規制を実施 して いる。 これは,競 争市場において優越的な

地位 にある事業者がその市場においてその地位を濫用 して不当に利益をあげ

させないために,あ る一定の比率の報酬 しか認めないとい う規制である。 こ

のため,こ の率以上の報酬 を得 ることにな った場合 には,通 信料金の引きさ

げが命令 された り,ま た,同 率の見直 しの結果,得 られた報酬が過大である

と評価されれば,報 酬 率の引 き下 げが行われ る。すなわち,こ の率によって

現在のAT&Tの 通信料金が決定 されて いるといえ る。

この方式 は,通 信事業者が通信料金を設定す る際にその コス トをFCCの

定めた会計規則 に順 じて全て計算 し,そ の コス トに対 して報酬率をかけて事

業者の得 る報酬 を決定す る方式であ る。 この報酬率はFCCに よって2年 ご

とに見直 しが行われてお り,現 在AT&Tの 公正報酬率 は12.2%と な ってい
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る(1987年 は12%)。

しか しなが ら,こ の規制方法 は,① 設備投資の速度が弱 まる,② 市場状況

が料金に反映 されない,③ 顧客 に対 して余計な コス トを課す場 合が ある。 ま

た,④ 企業の経営効率化努力が反映 されないなどの多 くの問題点 を持 ってお

り,現 在,FCC,あ るいはNTIAな どの政府機関で は,規 制のあ り方 を

見直す方向で動 いている。

現在,こ れに代わ る新 しい規制方法 として料金の上限を定め る方法が有力

視されている。FCCやNTIAで はこの新 しい方式に対す る調査を開始 し

てお り,関 係各方面か ら広 く意見を聞 いているところであ る。

州際通信 に関するFCCに 先だ って,各 州内 レベルの地域電話会社に対す

る規制 は緩和 も しくは撤廃 され る傾 向にあり,現 在,全 米の半数以上の州に

おいて規制の撤 廃または料 金の上限規制,下 限規制あるいは両方を導入 した

規制の緩和が各州の公益事業委員会により導入されている。
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表16州 内LATA間 市外通話の規制撤廃 ・緩和状況

州 名

規制の撤廃 ・緩和状況 公 正

報酬率の

有 無

1

撤 廃

上限,

下限の

設 定

上限の

設 定

下限の

設 定

規制緩和

実施年月
備 考

ネ ブ ラ ス カ ○ 無 1987.3

州 法 に よ り

規 制 撤 廃

モ ン タ ナ

○

専用線

○

交 換

サービス

無 1985.10

州 法 に よ り

規 定

ネ バ ダ ○ 無 1985.4

オ ク ラ ホ マ ○ 無 1985.7

バ ー ジ ニ ア ○ 無 1984.8

ウ エ ス トバ ー ジ ニ ア ○ 無 1986.6

メ リ ー ラ ン ド ○ 無 1986.9

公正報酬率

規制 は差控

フ ロ リ ダ ○ 有 1986.5

ア リ ゾ ナ ○ 有 1985.10

上 限 は 下 限

の50%の 値

カ ン サ ス ○ 有 1986.6

上限,下 限は
そ れ ぞ れ

4%,7%

ミ シ シ ッ ピ ○ 有 1984.10
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規制の撤廃 ・緩和状況 公 正
規制緩和

州 名 上 限, 上限の 下限の 報酬率の 備'考

撤 廃 下限の 実施年月
設 定 設 定 設 定 有 無

上 限,下 限
ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー ○ 有 1986.8

と もに25%

上限,下 限は
ニ ュ ー ヨ ー ク ○ 有 1986.10 そ れ ぞ れ

2.5%,10%

下限 は上限
オ ハ イ オ ○ 有 1985.4

の50%の 値

下限はマージ
オ レ ゴ ン ○ 無 1986.11

ナ ル ・コス ト

上限,下 限は
テ キ サ ス ○ 有 1987.7 サービス種類

ご と に設 定

ア イ ダ ホ ○ 有 1985.5

通 常 の
ル イ ジ ア ナ ○ 有 1985.7 市外通話のみ

規 制 緩 和

ミ ズ ー リ ○ 有 1985.7 上 限 は15%

ア イ ダ ホ ○ 有 1985.5 ,

ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ ○ 有 1985.2

サ ウ ス カ ロ ラ イ ナ ○ 無 1984.8

一41一



州 名

規制の撤廃 ・緩和状況 公 正

報酬率の

有 無

規制緩和

実施年月
備 考

撤 廃

上限,

下限の

設 定

上限の

設 定

下限の

設 定

テ ネ シ ー ○ 有 1985.4

ミ.シ ガ ン ○ 有 1986.5

ペ ンシル バ ニ ア ○ 無 1985.8 収入 の3%

イ リ ノ イ ○ 無 1986.4

下 限 はマ ー ジ

ナ ル.ゴ ス ト

(世 界 の テ レ コム ニ ュー ス)
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4.電 話サー ビスにおける規制機関 と最近の動向

(1)公 正報酬率規制に関す る最近の動向

先に述べたよ うに,こ の規制 に関す る事業者側か らの不満 は強 く,FCC

とNTIAは 市場 に競争原理を積極的に持 ち込む という方針か ら,規 制緩和

政策 として料 金の上限だけを定める方式(Pricecap)に 改め るための準備を

進めている。 しか しなが ら,他 の利害関係者か ら様 々の意見が出されてお り,

上限規制が導 入され るかど うかはまだ明確 にな っていない。

公正報酬率規制 に関する最近の動 きを整理 してみ ると,米 国にお ける電気

通信事業を中心 とした事 業者 と規制機関な らびに利害関係者の背景が よ くわ

かるので,こ れまでの経緯を振 り返 る ことにす る。

①FCCに よ る公正報酬率の決定

FCCは,長 距離通信事業を監督規制する政府機関であ り,日 本でいえ

ば郵政省の役割を果た している。1982年AT&Tの 分割によ り長距離通信

の市場が本格的に競争市場 となった。 この分割 によって誕生 した長距離通

信事業者AT&T-C(当 時)は,こ れ までの経緯より,同 市場 に圧倒的

な地位を持 ってお り,他 の競争事業者が対等 に競争で きる事業者ではない

と判断 され た。 このため,FCCは,AT&T-Cに 対 して公正報酬率規

制を導入 し,一 定以上の利益 を上げてはな らない という規制 を実施 した。

この規制は,2年 ごとに報酬率を見直す こととされ,1987,1988年 は,そ

れぞれ12.2%,12%と いうことにな った。 しか しなが ら,前 述の理由によ

り,新 たに上限規制 という方法 を導入す ることを提案す るに至 った。そ し

て1987年8月 に調査開始を告示 し,次 期公正報酬率(1989,1990年 度分)

の見直 しを行 う今年 中(88年)に,新 たな規制方法に関す る調査を終えて

結論を出 したいとい うのが現状で ある。

ただ,FCCは,上 限規制を規制緩和 とは位置づけて お らず,単 なる規
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制の変更であると主張 してい る。

②NTIA(米 国電気通信情報局)の 主張

NTIAは 商務省の中にあ る一部局 であ り,電 気通信政策に関 して は大

統領 に,国 際電気通信政策 に関 しては国務長官 にそれぞれ助言をする権限

を持 つ。

NTIAは,"競 争下 にあ るサービス"は 規制ではな く市場原理 にゆだ

ね るべ きであるという姿勢を貫いてお り,一 部のサービスをのぞいて規制

を緩和す るべ きだ と主張 して いる。 また,現 行の公正報酬率規制は,経 費

がかか り過 ぎで,競 争政策の メ リットをユーザが十分に受 けていないと主

張 している。NTIAは,FCCが 上限規制導入のための調査を開始す る

直前の1987年7月 に,「 公正報酬率規制に代わ る規制方法 に関する報告書」

を提供 し,上 限規制を導入す るよう勧告を行 った。

③FCCの 調査に対する関係者の回答

FCCが 行 った調査 に対 し,多 くの関係者よ り上限規制導入に対す る意

見が寄せ られた。AT&TやMCI,BOCな どは賛成の意見を表明 した

ものの,事 業者 にかかわる関係機関か らは概ね反対の意見が続 出 してい る

ようであ る。

(i)NARUC(全 国公益事業委員協会)

NARUCは,米 国各州における公益事業を規制する委員会の連絡協

議会で あ り,各 州公益事業委員会の意見をまとめて いる。NARUCの

意見は,新 規制方式 は州の規制権限 に対 し悪影響 を及ぼすのではないか

とい う懸念の もとに,3年 間試行的 に実施 し,そ の後,新 たに新規制方

式の妥 当性を検討す るとい うものであ った。すでに州内の レベルで は,

上限規制 の導入 による規 制緩和が進んで お り,こ の様 な批判 的意見 は

FCCと して は意外であ ると受け とあて いる。

(li)消 費者団体(米 国消費者連合)

米国における消費者団体は,議 会 に対 し,多 大な影響力を持 っている。
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公正報酬率の決定 に際 して も,そ の公聴会において意見を表明 し,消 費

者の保護を 目的に活動範囲が広 い。

今回の上限規制導入の調査にお いて も,も しこの規制が導入 されれば,

料金は上昇す ることが確実であると して反対 している。

(皿)議 会

下院のエネルギー,商 務委員会のデ ィンゲル委員長,電 気通 信小委員

会のマーキー委員長 は共 にFCCに 対 し強 く反対 してお り,公 聴 会の議

題 と して上限規制方式 を とり上 げている。

上院の通商小委員会,通 信小委 員会では,公 聴会を開 く予定はいまの

ところない。

(2)地 域持株会社 とBOCに 対す る事業規制の動向

米国における電気通信サー ビスの規制機関は,前 述のよ うに長距離通信 と

国際通信 に関 してはFCCが,ま た州内通信 に関 しては各州の公益事業委員

会がその権限を持 ってお り,事 業者を規制 している。

これに加えて米国で特徴的な もの と して,米 司法 当局 と裁判所 による規制

も忘れて はな らない。

1974年,司 法省 は旧AT&Tを 反 トラス ト法違反の疑いで ワシン トン連邦

地裁に控訴を起 こ した。 これ は,日 本でいえば独 占禁止法違反 に相 当する も

ので,米 国では,そ の以前か ら長期 にわたり司法省 とAT&Tの 間で争 いが

くり返されていた。(そ れ以前には1956年 に同意審決によ り和解が成立 して

いた)

1982年,同 裁判所のH.グ リー ン判事は,両 者 に対 し修正 同意審決(MF

J)を 示 し和解を勧告 した。 この結果,AT&Tは 分割 され ることにな り,

長距離事業者のAT&Tと 地方持株会社(RHC)に よる地域電話会社の運

営が実現 した。

現在の米国の電気通信政策 は全て このMFJに その端を発 して いると言 っ
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て も過 言 で な い程 の 大事 件 だ ったの で あ る。

この 結 果,AT&Tは 電 話 意 外へ の事 業 分野 へ の進 出を 認 め られ,コ ン ピ

ュータ事 業 を 中心 と した情 報 処理 の 分野 へ 進 出す る こ ととな った。

1982年 同意審決(1956年 同意審決 に対す る修正)に 基づ くAT&T分 割の

主 な内容

1.AT&Tは22の ベル電話会社を切 り離す(AT&Tは 分割後,ベ ル電

話会社の株式や資産を取得 してはな らない)

・ベル電話会社提供の うち競争分野である宅内機器や州内長距離通信

はAT&Tに 帰属す る

・AT&Tと の特許実施契約や標準供給契約は廃止 され る(こ れによ

ってベル電話会社はウエスタ ン・エ レク トリックか らの機器の調達

に拘束 されず,自 由に調達で きることになる)

2.AT&Tは 長 距 離 部 門,ベ ル研 究 所,ウ エ ス タ ン ・エ レク トリ ックを

維持 し,規 制 され ない すべ て の分 野 に進 出す る こ とが で きる

3.ベ ル電 話 会 社 は業 務 範 囲 と して,ロ ー カ ル通信,ア クセス ・サ ー ビス

(長 距 離 通 信事 業 者,情 報 提 供業 者 に対 す る)の ほか,宅 内機 器販 売,

イエ ローペ ー ジ,自 動 車 電話 を運 営 す る ことが で き る

・業 務範 囲 と して は,こ の ほか 他の サ ー ビスの提 供 に支 障 が な い場 合

グ リー ン判 事 の許 可 を得 て拡 大 す る こ とが で き る

・ベ ル 電話 会 社 はす べて の 長距 離通 信 事 業者 等 に対 して 同一 条件 の ア

クセ ス(イ コール ・ア クセ ス)を1986年9月 まで に実現 しな けれ ば

な らな い

4.AT&Tは 分割 に伴 う組 織 編 成計 画 を提 出 し,承 認 を受 け て実 施 す る

出所)堀 信樹r競 争時代を迎え る米国の電気通信産業」
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一方 ,地 域 通信 事 業 を担 当す る こ とと な った地 域持 株会 社(RHC)と ベ

ル電話 会 社(BOC)は,そ の 地域 独 占性 を補 償 された代 わ り と して,MF

Jに よ り事 業 に関 す る大 きな制 約 を受 け る こ ととな った。 簡 単 に いえ ば,

①LATA間 の長距離通信 サービスは認めない

② 通信機器の製造 は認めない

③ 市 内電話 サービス,市 内ア クセスサー ビス,電 話帳の販売,分 離子会

社による宅内機器の販売意外のサー ビスを行いたい場合 には,グ リー ン

判事 か ら特別の承認 を受け ること

以上3点 である。

特 にRHCは このMFJに 従 い,新 しい事業活動を展開 しよ うと した時,

その一つ一つについて,全 て グ リー ン判事へ特別許 可の申請を行わ なければ

ならなか った。その数 は,非 電気通信分野への進出だけで160件 に も及んで

いる。

MFJは,そ の発行か ら3年 を経過 した段階で,司 法省がその内容 につい

て見直す ことを義務付けた。(87年1月 にグ リー ン判事に対 して報告)

この事業規制 について,MFJの 発行か ら司法省 による見直 しを経て現在

に到 るまでの経過をたどってみ ると,電 気通信分野 に対する司法,立 法,行

政各当局の立場 と同分野の様子 を詳 しく把握す ることができる。

⑧ 修 正 同意 審 決 をめ ぐる現 在 ま での状 況

1974年 司 法 省 は ワ シ ン トン連 邦地 裁 に対 し,AT&Tを 反 トラ ス ト法違 反

の疑 いで訴 訟 を起 こ した。 この 審議 の 係 争 中の1980年,FCCは,第 二 次 コ

ンピ ュー タ裁定 を下 し,通 信 サ ー ビスの 領 域 を基 本 サ ー ビス と高度 サ ー ビス

とに分 類 し,基 本 サ ー ビスのみ を 規制 の 対 称 とす る こと,ま た,AT&Tが

高 度 サ ー ビス を提 供す る場 合 に は完全 分 離 子会 社 によ らな けれ ば な らな い と

す る要件 等 を定 めた。
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このFCCの 裁定 によ り,AT&TはVAN事 業 へ の進 出 を制 限 され た こ

とにな った。

1982年,ワ シ ン トン連 邦地 裁 のH.グ リー ン判 事 によ り,修 正 同 意審 決 が

勧 告 され,司 法 省 とAT&Tの 間 に和 解 が成 立 した。 この結果,1984年1月,

AT&Tは その 大 きな組 織 を分 割 され る こ ととな った。

表17修 正同意審決をめ ぐるこれまでの経緯

1974年

1980年

1982年

1984年1月

1985年7月

1986年5月

6月

～

10月

11月

1987年1月

月

月

3

4

5月

6月

11月

12月

1988年2月

司 法 省,AT&Tを 反 トラス ト法 違反 で ワ シ ン ト連 邦 地裁
へ 提 訴

FCCC-ll裁 定 を下 す

MFJ,ワ シ ン トン連邦 地 裁 グ リー ン判 事 よ り勧告

MFJに 従 い,AT&T分 割

FCC,C－ 皿調 査 開 始

FCC,C－ 皿裁 定 を下 す

ドー ル,ダ ンフ ォー ス両 議員 に よ り,グ リー ン判 事 か ら

MFJに 関 す る管轄 権 を と り上 げ る法 案 を議 会 に提 出

FCC,BOCに 対 し,宅 内機 器 販売 に関す る子 会 社 要件

を撤 廃

司 法 省,グ リー ン判 事 に対 し,MFJ見 直 しに関 す る報 告

書 提 出

FCC,C－ 皿フ ェー ズ1裁 定 を下 す

司法 省,見 直 し報 告 書 の 中のRHC長 距 離 サ ー ビス進 出を

認 め る要件 につ いて 撤 回

司法 省,グ リー ン判 事 対 に し,q－ 皿の遵 守 を条 件 にRH

Cの 事 務多 角 化 を認 め よ う意 見 を提 出

FCC,グ リー ン判 事 に対 し,RHCの 業 務 多 角化 につ き

規制 緩 和 の意 見 を提 出

グ リー ン判 事,RHCの 業務 多 角 化 問題 に裁 定 を下 す

司 法 省,FCC,グ リー ン判事 の 裁 定 につ き,控 訴 を表 明

グ リー ン判 事,通 信機 器 の製造 に関 す る定 義 を発 表

AT&T,RHC,FCCに 対 してONAを 提 出
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その後,FCCは,分 割 後 のAT&Tに 対 して,第2次 コ ン ピュー タ裁定

によ る宅 内機 器 販 売 に関 す る分離 子 会 社要 件 を撤 廃 した。 これ は,分 離子 会

社要 件 を課 す る こ とに よ る コス トの方 が,こ の 要件 を廃 す る こ とに よ り一 般

公衆 が 得 る利 益 を上 回 る とい う もので あ った。

しか し,RHC,BOCに 対 して は この規 制 を撤 廃 しな か った。

1985年7月,FCCは それ まで電 気 通信 事 業者 を 規制 して い いた第2次 コ

ン ピュー タ裁定 は,そ の 内容 が技 術,環 境 の進 歩 に合 致 しな くな った と判 断

し,第3次 コ ン ピュー タ調 査(C－ 皿)を 開始 す る告 示 を行 った。

この 第3次 コ ン ピュ ー タ調 査 は,1986年5月 に裁 定が 下 り,そ の 内 容 は以

下 に示 す よ うな 内容 で あ った。

第3次 コ ン ピュー タ調査

第1フ ェー ズ裁 定 の要 旨(1986年5月)

○ 高度 サ ー ビス提 供 に当 た って の 分離 子会 社 要件 を撤 廃 す る

○ 高 度 サ ー ビス提 供 に 当 た って の新 たな要 件 を設 定す る

・AT&T ,BOCな らび に競 争 通 信事 業者 の 双方 にONAを1988年

2月1日 まで にFCCに 提 出 し,認 可 を受 け た後 に実 行 す る こ と

・基 本 サ ー ビス と高 度 サ ー ビスの 間で 内部 相互 補 助 を行 わ な い よ うに
,

詳細 な会 計手 続 きを 申請 す る こ と

・現行 の ネ ッ トワー ク情 報 の 開 示要 件 を遵 守す る こと

・ネ ッ トワー クに関 す る顧 客 情報 要 件 を遵守 す る こと

・ONA実 施 に至 るまで の期 間 に は
,暫 定 的 に分離子 会 社 に よ らず,

個 々の 高度 サ ー ビス につ い て提 供で き るよ うな措置 を講 ず る

○ 第2次 コ ン ピュー タ調 査 で定 め られ たサ ー ビスの 分類 を踏 襲 す る。

○ ボイ ス メ ール サ ー ビスは高 度 サ ー ビス とす る。

○ プ ロ トコル交 換 サ ー ビス にっ いて は,別 途検 討 す る こ と とす る。
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この 内容 か ら もわ か る とお り,こ の 裁定 で は,ワ シン トン連 邦 地 裁 の グ リ

ー ン判 事が 定 め たMFJと 矛 盾 す る部 分 が存 在 す る。

MFJで は,BOCは 情報 サ ー ビ スの提供 が で きな い と定 め られて お り,

C－ 皿はMFJと 全 く逆 の 裁定 を下 した こ とに な る。

(同意審決第2条D項)

いか な るベ ル系 電 話会 社 も,直 接 又 は関 連 企業 を介 して,次 の こ

とを行 って はな らな い。

1.長 距離 電 気 通 信 サ ー ビス若 し くは情報 サ ー ビスを提供 す る こ と。

2.顧 客 宅 内設 備 を製 造 若 し くは提 供す る こ と。

3.そ の 他 の 製品 若 しくはサ ー ビスで あ って タ リフに よ り実 際 に規

制 されて い る 自然 独 占サ ー ビス 意外 の もの を提 供 す る こと。

しか し,BOCは,結 局,高 度 サ ー ビスの提 供 に あ た って は,MFJに 従

い グ リー ン判 事 の 個 別 許 可 を 待 た な けれ ば な らず,こ のFCCの 裁 定 は,

AT&Tに は効 力 が あ った もの の,BOC,RHCに 関 して は意 味 の な い も

ので あ った。

FCCはC－ 皿を 発表 す るに あた り,rFCCは 通 信政 策 策 定 の権 限 を有

す るので あ るか ら,あ たか も同意 審 決 が存 在 しない か の よ うな裁 定 を行 った。

同意 審決 で 課 され た制 約 は撤 廃 さ れ るべ きで あ る」 と述 べ た。

しか し,こ の裁 定 に はAT&T,BOC,独 立 系 電 話会 社 は評 価 した もの

の,通 信機 の メー カ を含 む競 争 業 者 か らの 反対 は非 常 に強 か った。

この様 に司法 当 局 と行 政 当局 の 競 争政 策 に対 す る考 え方 の違 いが 明確 にな

ると,RHC,BOCは これ か らの企 業活 動 に有 利 にな る よ うな活 動 を よ り

一層 強 め る こ と とな った 。彼 らは,議 会 に対 す る強 力 な ロ ビー活 動 を続 け,
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図9AT&Tの 組織 改革状 況
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議 会 の 力 に よ って この矛 盾 を 打 開 しよ う と考 え た。

1986年6月,米 上 院 の ドー ル議 員 は ,議 会 に対 しグ リー ン判 事 の修 正 同 意

審決 に 関す る権 限 をFCCへ 移 管 す る法 案 を提 出 した。 ま た,ダ ンフ ォ ース

上 院議 員 も同年10月 同種 の 内容 の 法案 を議 会 に提 出す る こ ととな った。

これ らの法 案 に 対 す る関 係業 界,政 府 機 関 は,公 聴 会 を 開 くな ど して 活発

に意 見 を 交 わ した が,議 会 で は今 一 っ気 運 が盛 り上が らず ,議 会 開期 満 了の

た め両 法案 と も廃案 とな った。

しか し,グ リー ン判 事 の 権限 にっ いて の議 論 は引続 き関係 者 の 間で 論議 さ

れ,翌 年1月 に司法 省 よ りMFJに 関す る見直 しの被 告 を待 った上 で 再 び議

論 す る こ とにな った。

この 間、86年11月 にFCCはBOCに 対 して それ までC-llに よ り課 され

て いた宅 内機器 販 売 にあ た って の分 離 子会 社 要 件 を撤廃 し,こ れ に変 わ る新

たな5っ の 条件 を示 した。

1987年1月 にMFJ3年 目の見 直 しに関 す る報 告書 が 司 法省 よ り ワ シ ン ト

ン連 邦地 裁 に提 出 され た。 そ の 内容 は,MFJに よ ってBOC ,RHCに 課

され て い る事 業 の 多 角化 要 件 を ほぼ 全面 的 に撤 廃 せ よ とい う もの で あ った。

87年1月 司法省よ り提出 されたMFJ見 直 しに関す る報告書の要 旨

・情報サー ビス提供禁止を撤廃

・通信機器の製造,マ ーケテ ィング禁止を撤廃

・長距離通信サ ービスの提供 は条件付 きでその禁止 を撤廃

・非電気通信分野にRHCが 参入する場合,ワ シン トン連邦地裁の特認

を要 しない

これ に対 し,FCC,RHC等 は この 報告 書 を支 持 した もの の,メ ー カ及

びユ ー ザ団 体,AT&T,MCIな どの長 距 離通 信 事業 者 や 競争 通 信事 業 者
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協会,CWA(通 信労 働 者組 合)な ど は一 斉 に反対 の意 見 を表 明 した。

グ リー ン判 事 は,こ の 報告 書 の 内容 に関 し関係 者 に対 して ,意 見 を提 出す

るこ とを求 めた 。

この 件 に関 し審理 して い る間,3月 にFCCは 第3次 コ ンピュ ー タ調 査 の

第2フ ェー ズ裁 定 を下 した。 そ の 内容 は,①CEI/ONAの 条 件 ,② 独 立

系 電話 会 社 にはCEI/ONA要 件 は課 さ な い。③ 州公 益事 業委 員会 はCE

I/ONAサ ー ビスの利 用 を制 限 で きな い,④ プ ロ トコル処理 は ,高 度 サ ー

ビスで あ り,非 規 制で あ る。 とい う もので あ った。

この よ うに,FCCは 自 ら独 自の事 業 規 制 に対 す る考え を打 ち 出 し,電 気

通 信 事業 関 して の政 策 を押 進 め よ う と して い る。

同 年4月,司 法 省 は,グ リー ン判 事 に対 して1月 に提 出 した報 告 書 の 内容

につ いて 一 部 撤 回す る旨 を発表 した。 そ の 内容 は,RHCに よ る長距 離 通 信

分野 への 進 出 に関 して は,従 来 どお り ワ シ ン トン連 邦地裁 に対 し特 別 の認 可

申請 を行 うべ きで あ る と述 べて い る。

5月 に は 司法 省,FCCが そ ろ って 業 務 多 角化 に関 す る意見 を グ リー ン判

事 に提 出 した。

司法 省 は,C－ 皿に お いて 高度 サー ビス の提 供条 件 を定 めて い るの で,こ

れ を遵 守 す れ ば よ い と考 え て い る。 ま た,FCCは ,RHCに 対 して条 件 っ

きで長 距 離 サ ー ビス の提 供 を認 め るべ きだ が,州 公 益事業 委 員 会 が規 制 を緩

和す るま で は認 め るわ け に は いか な い と い う主 旨で あ った 。

しか し,こ の 時点 で すで に グ リー ン判 事 は,FCCに っ い て は と もか く,

司法 省 にっ いて は,数 年 前 まで はAT&Tに 対 して 業務 の多 角 化 につ い て厳

しい態 度 を と って い た に もか かわ らず,現 在 で は その制約 を ほ ぼ全 面 的 に撤

廃 すべ きで あ る とい う意 見 を持 って い る こ と,ま た,1月 に提 出 した報 告 書

の 内容 を わず か3ヶ 月 た らず で 変更 した こ とな ど,不 信感 を持 た ざ るを 得 な

か った よ うで あ る。

グ リー ン判事 は,6月 に この件 に関 し,公 聴 会 を開 いた後,9月 にMFJ
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見 直 しに つ いての 裁 定 を下 した。 その 結 果 は,RHCは,情 報 サ ー ビスの提

供 にっ い て,そ の伝 送 は認 め る もの の,内 容 の提 供 は禁 止 す る とい う もの で

あ った 。

MFJ3年 目見直 しに関す るグ リー ン判事の裁定の要旨

同意審決 ならびにグ リー ン判事の
裁定による地方持株会社 に対 する
業務多角化の制約

・長距離通話の提供 は禁ず る。

・通信機器の製造 は禁ずる。

・情報サー ビスの提供 は禁ず る。

・非電気通信事業への進 出にはグ

リー ン判事 の特 別 許可 を 要す

る。

・非電気通信事業の収入規模は,

地方持株会社全収入の10%以 下
にとどめる。

今 回 の 裁 定 内 容

・解 除 せ ず 。

・解 除 せ ず 。

・情 報 サ ー ビ ス の 伝 送(information

servicetransmission)は 認 め る 。

・情 報 サ ー ビ ス 内 容(infromation

servicecontent)の 提 供 は 禁 ず る 。

・特 別 許 可 を 要 せ ず,自 由 に 進 出 で き

る 。

・解 除 す る 。

この裁 定 は,そ れ ま でFCC,司 法 省 が 行 って きた規 制緩 和 の方 向を打 ち

消 す もので あ り,MFJの 継続 を 強 く求 め る もので あ る と理 解 され る。 しか

し,非 電気 通 信分 野 へ の進 出に関 す る要件 を 撤 廃す る こ とや,情 報 サ ー ビス

に つ いて伝 送 を認 め る等,電 気通 信 を と りま く環境 を 考慮 して い る点 に は評

価 され る と ころが あ り,ま た,情 報 サ ー ビス にっ いて は,引 き続 き関 係者 の

意 見 を聞 くと して い る。 また,グ リー ン判事 は,こ の裁 定 と同 時 にFCCの

通 信政 策 につ いて 触 れ,MFJが 発 効 され た 経緯 と意義 にっ いて 付 け加 え,

FCCの 規 制 で はRHCの 反 競争 的 行 動 は押 さえ るこ とがで きず,業 務 分 野

の制 限 によ って の み しか 問題 の 解決 はあ り得 な い とい う当時 の状 況 で あ った
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に もか か わ らず,現 時点 で は何 も改 善 され て い ない ことを認 識 すべ きで あ り,

C－ 皿1につ いて ど こまでRHCが 真 剣 に取 り組 む か は疑 問 で あ る と してFC

Cの 最 近 の規 制 緩 和政 策 を批 判 した。

グ リー ン判 事 の 裁定 は,長 距 離通 信 事 業 者 や情 報 サ ー ビス提 供会 社 か らは

評価 され たが,FCCや 司 法省 お よ びRHCは 一 斉 に反 発 し,控 訴 の 意 向 を

明 らか に して い る。 ま た,NTIAも 自 由競争 政 策 の推 進 の観 点 か ら,FC

Cに 対 して上 級 裁 判所 に控訴 す るよ う勧 告 した。 しか し,最 近NTIAは グ

リー ン判事 とFCCの 抗 争 を助 長 して い る と して,グ リー ン判 事 の裁 定 に賛

成 して い る側 か ら批判 を 受 け て い る。

この 様 な行 政,司 法 の 抗 争 の 中で,AT&T,RHCはC－ 皿で定 め られ

たONAをFCCに 提 出 して い る。

以上が現在までの概略的経緯であ る。基本的にはどの規制当局 も競争政策

を導入 してい ことうして いることは間違 いのない事実だが,こ の様な権限競

いが生 じるのは,ど の国で も同 じようである。 しか し,そ の最大の要因 は,

現状 の競争市場 に対する認識が各当局によ り異な っていると考え られる。F

CC,NTIA,司 法省は,競 争を導入 した市場なのであるか ら規制はなる

べ く廃 し,そ の発展 は市場の原理 にゆだねるべ きであると考えて いるが,こ

れ に対 して グ リー ン判事 は,BOC,RHCは,い まだに独 占的地位を 占め

てお り,そ の優越的な地位 を濫用 して不当な利益をあげるの に十分な力を持

ってい るとの認識があるためであろう。

どちらに して も,2っ の相反する規制が存在す ることは,こ の産業の発展

を阻害す る要因であることは間違いな く,こ れ により不利益 をこうむ るの は,

最終的 には米国民であることは明白で あろう。
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